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0820010

国庫補助金
を受けて整
備された公
立学校用地
の転用の弾
力化

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成11年４
月１日文教施第
66号「学校用地
取得費補助金に
係る財産処分の
承認等について」

国庫補助を受けて整備
した学校用地を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、用
地の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

国庫補助を受けて取得した学校用地の財産処
分に係る国庫納付金の取り扱いについては、
平成11年４月１日付け文教施第66号局長通知
によっているところですが、当該用地の上に整
備された廃校施設を地域再生計画の認定を受
けて転用する場合、本通知により国庫納付金
を要しないこととすることも可能です。また、当
該学校用地において国庫納付金を要する財産
処分を行う場合であっても、国庫補助を受けて
いない関連学校用地と換地を行うことにより、
本通知にもとづいて、実質的に国庫納付金を
要しない取扱いも可能です。

貴省回答によると、学校
用地の上に整備された廃
校施設を地域再生計画
の認定を受けて転用する
場合、平成11年4月1日付
け文教施第66号局長通
知により国庫納付金を要
しないこととすることも可
能ですとあるが、地域再
生のプログラム別表１の
１０８０１の適用を受ける
こととなると解してよい
か。

D-1

用地の転用については、廃校校舎等の
転用について適用する地域再生プログ
ラム別表１に定める支援措置の適用対
象ではありませんが、当該支援措置を
活用した廃校校舎等の転用に併せて、
平成11年４月１日付け通知に基づき国
庫納付金を要しないこととすることは可
能です。
必要に応じてご相談ください。

1022 10222010
東京都稲
城市

公立学校用地
の転用の弾力
化

　国庫補助金や起債にて取得した学校用地について、統
廃合等により学校施設として未使用となり転用する場合
は、建築物に関する地域再生支援措置と同様な措置を講
じる。
　１．国庫補助金を受けて整備された公立学校用地の財
産処分については、地域再生計画に資すると判断したとき
は、国庫納付金は不要とする。
２．起債を受けて整備された公立学校用地の財産処分に
ついては、地域再生計画に資すると判断したときは、繰上
償還を不要とする。

0820020

国庫補助金
を受けて整
備された公
立学校の廃
校校舎の転
用の弾力化

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

廃校施設の敷地上に他の公共用施設を整備
する場合において、廃校施設を解体する必要
がある場合には、国庫納付金を不要とする取
扱いとしており、この提案の趣旨の実現に当
たっては、国庫納付金の返還を要することな
く、廃校施設の財産処分が可能です。

1097 10971010
山梨県秋
山村

介護老人福祉
施設構想

国庫補助金を受けて整備された公立学校の廃校校舎の
財産処分の承認、国庫納付金を不要とする範囲の拡大及
び公立施設の解体に伴う地方債繰上げ償還を不要するこ
とにより廃校校舎を解体して介護老人福祉施設を建設す
る。

0820020

国庫補助金
を受けて整
備された公
立学校の廃
校校舎の転
用の弾力化

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

廃校施設の敷地上に他の公共用施設を整備
する場合において、廃校施設を解体する必要
がある場合には、国庫納付金を不要とする取
扱いとしており、この提案の趣旨の実現に当
たっては、国庫納付金の返還を要することな
く、廃校施設の財産処分が可能です。

1097 10972010
山梨県秋
山村

介護老人福祉
施設構想

国庫補助を受けて整備された公立学校の廃校校舎の財
産処分及び地方債の繰上げ償還について、従来より弾力
的な取り扱いで緩和されている中、地域環境・位置的背景
から廃校校舎敷地を転用、利用したいが、既存の施設で
は十分な機能を有しない等、このようなやむを得ない場合
においての規制緩和のさらなる拡充として廃校校舎を解
体しても国庫納付金の納付不要及び地方債の繰上げ償
還の不要とすることで、事業計画の推進、地域（市町村）
の活性化を促す。

0820030

国庫補助金
を受けて整
備された公
立学校の廃
校校舎の転
用による低
料金宿泊施
設の整備の
容認

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」、
地域再生プログ
ラム支援措置
10801

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-3

国庫補助を受けて整備された公立学校施設の
財産処分に係る国庫納付金の取扱いについて
は、廃校となった校舎等を公共用施設に転用
する場合は、従前より、不要とする取扱いをし
ているところです。このことは、遊休施設の有
効活用と公立学校という公共用施設整備に国
庫補助をしたものであるところ、他の公共用施
設に転用する場合については、国庫納付金を
要しないこととしているところです。これに加
え、今般の地域再生プログラムの制度化に当
たっては、収益をあげるような民間事業者に貸
与する場合であっても、廃校施設の有効活用
を促進し、地域再生プログラムの趣旨を実現
する観点から、各地方公共団体が立案する地
域再生計画の総理大臣の認定などをもって、
特例として国庫納付金を免除する範囲の拡大
を制度化したものですので、個別の案件ごとに
認定が必要となります。なお、地域再生計画の
申請を行うことは、全国どの地方自治体も可能
です。

右の提案主体の意見を
踏まえ回答されたい。

地域再生プログラム「別表１　10801　補助金で整備された公立学校の廃校校舎
等の転用の弾力化」は、あくまで「地域再生計画認定地域に限定した効果をも
つ支援措置」にすぎないのであり、弊社はこれを別表2の「全国を対象とした支
援措置」に変更することを提案している。たしかに、御回答のように、別表1の支
援措置事項のままでも、地域再生計画の申請を行うことは全国どの自治体でも
可能かもしれない。しかし、それだけでは、なぜ「地域再生計画の総理大臣の認
定などをもって、特例として国庫納付金を免除する」措置でなければならないの
か、なぜ「全国を対象とした支援措置」には変更しえないのか、という問いについ
て合理的な説明をしたことにはなっておらず、むしろ説明が意図的に回避されて
いるとの印象を受けるので、その点について改めて御回答頂きたい。

D-3

　廃校校舎など遊休化した施設の有効活用
の促進の観点から、宿泊施設を含め公立学
校施設類似の公共用施設に転用する場合
であれば、これまで広く、国庫納付金を要し
ないこととしてきており、すでにこの取扱い
は全国的に適用されているものです。
　しかし、例えば、国庫補助を受けて整備し
た学校の廃校校舎を営利目的の民間事業
者に貸与する場合は、国庫納付金を要する
こととしております。これは、もともと公立学
校が公共用施設であることから、補助金の
交付を受けて整備されたにもかかわらず、
民間事業者による特定の営利目的をもった
事業に供されることになれば、著しく補助目
的に反することとなるためです。
　一方、今般、新たに設けられた支援措置
は、地域再生プログラムの趣旨を実現・推
進するものであれば、民間事業者が廃校校
舎を利用する場合でも、要件を緩和し、例外
的に国庫納付金を免除することとしておりま
す。これは、地方公共団体が定める地域再
生計画に、当該廃校校舎の利用が地域再
生に資する公的事業として位置づけられた
場合であって、さらに、内閣総理大臣の認
定を受けることによって、国庫納付金を免除
することを可能としたものです。したがいまし
て、ご提案の意味における全国化は困難で
あると考えています。

1594 15942030
株式会社
東京リーガ
ルマインド

「外国人旅行
者受入体制の
包括的整備に
よる地域再生
構想」

外国人、特にアジア地域の人々にとって、日本の物価水
準はとても高いものである。その負担を少しでも軽くして、
当該地域に足を運んでもらえるように、廃校学校等を利用
した低料金の宿泊地を整備する。
　また同施設において、同時に、日本人若者の利用も見
込む。確かに、短期的には、家族や高齢者に比べ、若者
がもたらす経済効果は少ないと考えられる。しかし、長期
的視野に立てば、いずれ家族を持ったときなどに、戻って
きてくれることが考えられるため、将来の顧客として、十分
意義のあるものと考えられる。

0820040

国庫補助金
を受けて整
備された学
校施設の空
教室の転用
の弾力化

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

一般的に、補助事業完了後10年を経過した校
舎等の余裕教室や廃校となった施設を、当該
自治体の公共用施設として無償で財産処分す
る場合には、国庫納付金を不要とする取扱い
をしており、この提案の趣旨の実現に当たって
は、国庫納付金を要することなく財産処分が可
能です。
なお、本取扱いについては、すでに平成９年11
月20日付け文教施第87号教育助成局長通知
でお示ししているところですので、具体的内容
については、本通知をご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei
/yoyuu/03082701.htm

1422 14222010
長崎県小
値賀町

おぢか空き教
室のびのび活
用構想

小値賀町には、現在、施設入所が１３名、グループホーム
入居者が３名いてその入所に係る小値賀町の支援費の負
担額が、（4分の１）が１１，６５０千円となっております。ま
た、島内にいる数名の障害者と入所待機者と養護学校の
在校生等を含め、今後５～６名の増加が予想されトータル
で２０名を越すと現時点で予想されます。
　施設については、比較的軽度の人を対象とする意味で
授産施設の近いものが望ましいと思います。
作業等については、農作業を中心に養寿園や福祉セン
ター等の清掃活動、又特産品の加工を委託等を考えてい
ます。
　施設の規模については、長崎県の障害者プランにおい
て上五島地区（宇久・小値賀を含む）については約５０名
程度の施設が計画に上がっており、すでに新魚目町に知
的障害者通所授産施設（３０名規模）の建設が決定されて
いることから、本町において施設を新設する場合、２０名～
３０名以下の数値が現実的と思われる。当町に授産施設
等を開設すれば、雇用の場の確保・人口増と今まで他町
に流れていた負担金が、当町に落ち経済も活性化できる
と考えられます。また学校の空き教室を利用できれば、障
害者との交流、福祉に対する考え方を身近に感じられる
教育現場が構築できると思われます。
　空き教室の利用については、国県の許可が必要ですの
で利用許可の支援と施設設置のために必要な人員配置
について、小離島のため専門職の人材不足が考えられる
ため資格基準の緩和措置、施設設置要件などの特別措
置などお願いしたい。

0820050

　国庫補助
金を受けて
整備された
学校施設の
有償による
財産処分に
係る補助金
返還義務の
免除

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

国庫補助を受けて整備された施設の財産処分
に当たり、地方公共団体が一定の収入を得る
場合においては、国庫納付金を不要とすること
は、当該収入のうち国が経費負担した部分に
ついても地方公共団体の自己収入として認め
ることとなり困難ですが、国庫納付金の算定に
当たっては、補助金相当額ではなく、当該収入
に国庫補助率を乗じて得た額とする取扱いもし
ております。

右の提案主体の意見を
踏まえ回答されたい。

　文部科学省からは、「施設の有効活用が図られるよう、国庫納付金を不要とする取扱
いも可能です。」と現状の制度の範囲内でも、提案内容への対応が可能との見解を頂
きました。しかしながら、措置の概要(対応策)では「施設の財産処分に当たり、地方公
共団体が一定の収入を得る場合においては、国庫納付金を不要とすることは、当該収
入のうち、国が経費負担した部分についても地方公共団体の自己収入として認めるこ
ととなり困難ですが、国庫納付金の算定に当たっては、補助金相当額ではなく、当該収
入に国庫補助率を乗じて得た額とする取扱いもしております。」と有償貸付けに対する
返還納付の免除は難しく、自治体が受け取る収入を超えて国庫に返還納付することは
ないという趣旨の回答となっています。本市としては、学校としての用途を廃止するに
至った施設については、既に当初の補助目的（学校としての使命）を達しており、文部
科学省からの回答は、現行の補助金返納手続きを再確認したにとどまっていると受け
取っております。そこで、学校施設を用途廃止した後に財産処分をするにあたって、当
該施設を有償で貸付けたことをもって国庫納付しなければいけないのであれば、地方
の都市にとっては、次のような課題が生ずると考えます。
（１）少子高齢化及び首都圏等への人口流出の影響で、地方都市においては、今後も
小中学校等の廃校が進む可能性が高く、まちなかに広大な空き施設・未利用地が生じ
る。
（２）そのことが、都市の空洞化に拍車をかけ、都市機能及び人口・企業等の流出を促
進させる可能性がある。
（３）また、小中学校は、地域住民のみならず、その学校を卒業した者にとって、人生の
成長過程を確認できる場としての思い出・愛着・誇りを感じる場でもある。住民に近い立
場の地方自治体としては、なるべく施設を維持し、かつ、公共性の高い事業に活用した
いと考える。
　このような課題を解決するために、本市としては教育等、本来の施設の主旨を損なわ
ない公共性の高い事業を行う者に貸与する場合は、「無償貸与」を基本と考えている
が、他との均衡上、固定資産税程度の費用負担を求めなければならないのが実状で
す。　既存施設の有効活用を図りながら、公共性の高い事業を民間の活力を用いて、
展開していくためにも、本提案の主旨を熟考いただき、有償による貸付であっても、補
助金の返還の免除について再考いただけることをお願いするものです。

D-1

本件国庫補助金は、公立学校施設の整備
を目的として交付されたものであり、整備後
も、当該施設については、処分制限期間内
においては、補助金の交付の目的にした
がった使用をすることとされています（補助
金適正化法第22条、同法施行令第14条第１
項第２号）。したがって、学校以外の施設に
転用する場合は、補助目的以外のものに当
該施設が利用されることとなるので、国庫納
付金を要することとなります。
　ただし、文部科学省においては、廃校校舎
など遊休化した施設の有効活用を促進する
観点から、従来より、補助目的外施設への
転用の場合であっても、当該転用が無償に
よる処分の場合には、広く国庫納付金を要
しないこととしてきているところです。
　しかしながら、ご提案のように有償で貸し
付ける場合にも国庫納付金を免除すること
は、地方公共団体が補助金の交付を受ける
ことで、本来、負担するべき費用負担を免れ
るという利益を得た上に、さらに補助金を受
けて整備した施設を利用して利益を得ること
を容認することとなり、補助金の適正な執行
の観点から国庫納付金の免除は困難です。

1532 15322010
福岡県北
九州市

廃校となった
学校施設の財
産処分に係る
補助金返還義
務の免除

　北九州市においては、少子高齢化社会の到来に伴い、
児童生徒数が減少傾向にある中、子どもたちの適正な教
育環境を確保するために、小・中学校の統合事務を進め
ている。
　この事業を円滑かつ有効的に進めるため、学校法人や
社会福祉法人、ＮＰＯ法人などが行う公共益事業に資する
目的に限り、当該財産の処分を受ける場合、その処分が
有償であっても補助金の返還を免除することができるよう
にし、これによって、廃校となった学校施設の校地・校舎を
有効活用し、地域の活性化及び公共の福祉の増進に資
する。
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08 文部科学省（地域再生非予算）再々検討要請回答

管理コー
ド

支援措置に
係る提案事
項

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に
対する再検討要請

提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

各府省庁からの回答に
対する再々検討要請

提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェ
クト)の名称

支援措置に係る提案事項の内容

0820060

国庫補助金
の交付を受
けて購入した
スクールバス
の他用途利
用

へき地教育振興
法
補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第２２条
へき地児童生徒
援助費等補助金
にかかるスクー
ルバス・ボートの
住民の利用に関
する承認要領〈平
成８年４月１７日
文教財第２０号教
育助成局長裁
定）

へき地教育振興法に基
づき、へき地学校等の児
童及び生徒の通学を容
易にするため、都道府
県及び市町村の負担す
るスクールバスの購入
費の２分の１を国が補助
している。補助事業によ
り取得した財産について
は、補助金適正化法第
２２条の規定により、各
省の長の承認を受けな
いで、目的に反して使用
したり、貸付をしたりでき
ないことになっており、ス
クールバスについては、
一定の要件に該当し、
文部科学大臣の承認を
受けることで、住民利用
に供することが可能と
なっている。

D-1

現行でも、児童生徒の登・下校に支障がない
場合には、住民利用に供することができます
ので、積極的にご活用ください。補助金適正化
法第２２条により、各省の長の承認を必要とし
ていますが、スクールバスを無償で住民利用
に供する場合には、届出書の提出だけで済ま
すことができるよう制度を緩和しています。

1115 11152010 田島町
針生地区交流
エコエリア構
想

　へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱のスクールバ
ス・ボート等購入費の補助金の交付を受けて購入したス
クールバスを、補助金の目的外利用を行っても、補助金の
返還等の措置を受けることなく認めていただきたい。

0820070

長期計画に
基づくPFIに
よる耐震化
工事を前提
とした廃校活
用による
NPO法人立
学校の設置

公立学校施設の
防災機能
の整備推進につ
いて（通知）

学校施設耐震化
推進指針

特になし E －

　学校施設は、地震発生時に児童生徒等の安
全を確保するとともに、地域住民の応急避難
場所としての役割を果たすことから、耐震性能
の向上を積極的に図っていくことが重要です。
しかしながら、全国で学校施設の耐震化が進
み難い状況であり、これを踏まえ、「学校施設
耐震化推進指針」を作成しています。本指針の
内容は、耐震化に関する基本的な考え方や具
体的な耐震化推進計画の策定手法等を示し、
計画的に耐震化対策を実施することを求める
ものであり、耐震化されていない建物を学校施
設として利用することについて言及するもので
はありません。
　なお、「公立学校施設の防災機能の整備推
進について（通知）」は、公立学校を対象とする
ものであり、ＮＰＯ法人立の学校に関係するも
のではありません。

NPO法人立の学校設置
認可において、施設の耐
震化を認可の条件とはし
ていないということでよい
のか。

E

国の所管する学校設置基準において
は、学校施設の耐震化に関する明示的
な規定はありません。
　しかし、学校の施設及び設備は、安全
上、適切なものでなければならないため
（小・中学校設置基準第７条）、廃校等を
学校施設として利用することについて
は、当該学校の設置認可権者が、適切
な判断を行う必要があると考えられま
す。
　なお、特区においてＮＰＯ法人が学校
を設置する場合、学校の設置認可は特
区認定地方公共団体の長が行うこととさ
れています。（特区法第１３条）
　地方自治体とよくご相談ください。

1497 14972010

特定非営
利活動法
人　東京
シューレ

PFIによる耐震
化工事を前提
としたNPOの
廃校活用プロ
ジェクト

　公立小中学校の耐震化については、文部科学省の通知
により、各地方公共団体が耐震診断又は耐力度調査を行
い、国庫補助金制度等を活用するなどして補強・改築等の
措置をすすめているが、すでに廃校になった施設の一部
には、耐震化工事の目途が立たたず、公共目的に活用し
たい意向はあっても、部分的利用や暫定的利用以外に活
用できないケースが存在している。学校を設置したいNPO
法人の多くも、運動施設の確保や立地環境等を理由に廃
校を借用したいと考えているが、耐震に問題があるた
めに、中長期の借用契約が結べず、ニーズの高まりに反
して、学校設置が遅れている事態となっている。
　もし、NPOが、PFIによる耐震化工事を前提に学校を設
置できれば、地方公共団体は、所有権を有しながら予算
配分の遅れがちな廃校に耐震化工事を施すことができ、
公共性の高い特別支援教育を行うNPO法人立の学校を
誘致することができる。NPOにとっては、設置に適した校
地校舎を利用した学校設置が可能となる。
　ただし、NPO法人が学校を設置する場合には、学校設置
にかかる資金の準備が重大な課題であって、当初に耐震
化工事のための資金を投入することが困難である。そこ
で、まず耐震診断調査に基づいて工事計画や長期修繕計
画をたて、算出された費用を学校を運営しながら積み立て
ていくことが望ましい。

0820080

長期計画に
基づくPFIに
よる耐震化
工事を前提
とした廃校活
用による
NPO法人立
学校を設置
した場合の
国庫納付金
の免除

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第22条、同法
施行令第14条第
１項、平成９年11
月20日文教施第
87号「公立学校
施設整備費補助
金等に係る財産
処分の承認等に
ついて（通知）」

国庫補助を受けて整備
した学校施設を補助目
的に反して財産処分す
る際には、原則として補
助金相当額の国庫納付
が必要となりますが、施
設の有効活用が図られ
るよう、国庫納付金を不
要とする取扱いも可能で
す。

D-1

平成9年11月20日付け文教施第87号局長通
知「公立学校施設整備費補助金等に係る財産
処分の承認等について」における、無償又は
有償による処分とは、貸与する場合は、当該
廃校施設を有し、管理する地方公共団体が、
借主から賃貸料を徴収するか否かということを
意味します。
なお、NPO法人に貸与する場合の国庫納付金
の取扱いについては、弾力的に取扱うことも可
能です。

貴省の回答に、｢NPO法
人に貸与する場合の国
庫納付金の取扱いにつ
いては、弾力的に取扱う
ことも可能｣とあるが、こ
の趣旨を踏まえれば、提
案にあるように、PFIによ
る耐震化工事のために積
み立てた資金によって廃
校校舎を借りることも有
償譲渡に該当しないと解
してよいか。

D-1

地方自治体が資金を積み立て耐震化工
事を行う場合であって、その積み立て資
金を施設の借主が支払うケースについ
ては、有償貸与となります。他方、施設
の借主が、当該施設の耐震化工事のた
めに資金を積み立てただけでは、有償
貸与には該当しません。なお、地方公共
団体が、学校を設置するNPO法人に対
し無償貸与することは、憲法との関係も
あり困難であると考えています。

1497 14972020

特定非営
利活動法
人　東京
シューレ

PFIによる耐震
化工事を前提
としたNPOの
廃校活用プロ
ジェクト

　補助金で整備された公立学校のうち、廃校の校舎利用
については、国庫補助事業１０年を経過して、公共用施設
に無償で転用した場合には、国庫納付金が免除されること
となっているが、PFIによる耐震化工事のために積み立て
た資金については、これを有償と見なさず、条件を満たし
たものについては、国庫納付金を免除するものとする。
　これによって、NPOは公共目的のために無償で施設を利
用することができ、地方公共団体は、廃校の耐震化を推
進させるとともに、国庫納付金の免除を受けることができ
る。

0820090

補助対象施
設の有効活
用（住民なん
でも施設の
構想）

（通知）
補助金等にかか
る予算の執行の
適正化に関する
法律第２２条,公
立社会教育施設
整備費補助金に
係る財産処分の
承認等について
（生涯学習政策
局長裁定）

地域再生推進の
ためのプログラ
ムにおける支援
措置に係る取扱
いについて（平成
16年4月23日各
都道府県教育委
員会体育主管課
あて）

補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律
第２２条においては、「補
助事業者等は、補助事業
等により取得し、又は効用
の増加した政令で定める
財産（不動産等）を、各省
各庁の長の承認を受けな
いで、補助金等の交付の
目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、又
は担保に供してはならな
い。ただし、政令で定める
場合は、この限りでない。」
とされている。

社会体育施設整備費補助
金により整備し、社会経済
情勢等の変化に伴い需要
の著しく減少している社会
体育施設の転用について
は、当該施設を有効に活
用した地域再生を支援す
るため、一定の条件を満た
す場合、補助金等適正化
法第２２条の各省各庁（文
部科学大臣）の承認があっ
たものとして取り扱うことと
しています。

D-3

　これまで社会教育施設の転用等の財産処分
については，住民サービスの低下を招かない
ことなどをその要件として，文部科学大臣に報
告書の提出があったときは，当該施設の一部
をコミュニティーセンター等の公的施設として無
償で転用する（条例設置）ことができることとし
ています。
　なお，地域再生の支援措置である，地域再
生計画認定申請マニュアル各論における当省
の支援内容（支援措置番号13004（別添
0801））を満たしているのであれば，これを適用
することとなります。このような対応の方法があ
りますので，ご相談ください。

社会体育施設整備費補助金により整備し、社
会経済情勢等の変化に伴い需要の著しく減少
している社会体育施設の転用については、当
該施設を有効に活用した地域再生を支援する
ため、一定の条件を満たす場合、補助金等適
正化法第２２条の各省各庁（文部科学大臣）の
承認があったものとして取り扱うこととしまし
た。具体的な条件等については、平成１６年４
月２３日付けで各都道府県教育委員会体育施
設主幹課にご連絡しておりますので、ご確認く
ださい。（支援措置番号：13004）

1607 16072010
大阪府豊
中市

住民ニーズに
応じた補助対
象施設の部分
転用の承認

　住民が、住み慣れた地域で、安心して暮らしつづけること
ができるような地域づくりを、住民とともに創る事業（ライフ
セイフティネットの構築）や市民公益活動による住民の政
策参加など、住民主体の自治が育ちつつある状況の中
で、地域において住民が継続して活動できる拠点施設が
ないため、それらの活動支援ができていない状況にある。
都市型の豊中市においては、近所づきあいや、地域の交
流が希薄になる一方で、新たなボランティア団体やＮＰＯ
法人、事業者等において、地域活動が行なわれている状
況である。とりわけ地域福祉活動は、地域づくりの中で地
域住民、地域団体、事業者等が積極性をもって主体的に
関わり取り組むことが重要であり、そのための活動拠点の
確保は不可欠である。現在、市の公共施設の利用状況と
市民活動との関わりについて調査をしているところである
が、稼動率が低い公共施設について、その有効活用を図
るとともに、住民自治の育成を支援するため、補助対象施
設の部分的な転用について所管省庁の承認を求める。
【対象となる施設の一覧は資料１に記載】

0820100
公民館の営
利事業者へ
の貸し出し

社会教育法（昭
和２４年法律第２
０７号）

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律（昭和３８年法
律第１７９号）

○社会教育法第２３条に
おいては、公民館の行
つてはならない行為を掲
げており、その中で、特
定の営利事務に公民館
の名称を利用させその
他営利事業を援助する
ことを禁止している。

○ 補助金等に係る予算
の執行の適正化に関す
る法律第２２条において
は、「補助事業者等は、
補助事業等により取得
し、又は効用の増加した
政令で定める財産（不動
産等）を、各省各庁の長
の承認を受けないで、補
助金等の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は
担保に供してはならな
い。ただし、政令で定め
る場合は、この限りでな
い。」とされている。
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　社会教育法第２３条では、「特定の営利事業に公
民館の名称を利用させその他営利事業を援助する
こと」を禁止していますが、民間教育事業者と関係
を有すること自体を禁止しているものではありませ
ん。
　本条の意図するところは、特定の営利事業者に
対し、公民館の使用について特に便宜を図り、もっ
て当該事業者に利益を与え、その営業を助けるこ
とができないということですので、地方自治体が本
条の趣旨を踏まえたうえで、御提案の計画が特定
の者の営利事業を援助するものでないと判断する
場合には、講座の開催等を行うことは可能です。
　また、文部科学省では地域再生計画認定申請マ
ニュアル各論の別表１の支援措置番号13004(別添
0801）において、補助金を受けて建築した公民館を
民間事業者に無償貸与することは可能としており、
地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を
もって文部科学大臣の承認があったものとしており
ます。
　今回御提案のありました、公民館を民間事業者
の事務所として使用するといったことについては、
当該社会教育施設の設置者である地方公共団体
において地域再生計画を作成することや貸与する
場合は無償とすることなどの当該支援措置の要件
を満たせば、民間事業者に対し施設を貸与するこ
とは可能です。
　公民館の管理については市町村が条例で定めて
おりますので、御提案の計画については、まず自
治体と相談されることがよろしいのではないかと考
えます。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、貸与すること
が不可能な事業を明確に
されたい。

D-3の回答を頂いたのですが、今回の回答ですと、営利事業すべて可能である
かとの解釈もできなくはありません。たぶん、回答はそのような趣旨ではないと
は思うのですが、どの程度までの営利事業が可能なのであるか、今回の提案と
回答のやり取りの中あるいは支援措置内ではっきりさせていただきたいと思い
ます。

D-3

　第一に、使用許可については、社会教
育法第２３条における「営利事業を援助
すること」についてより具体に申します
と、「特定の事業者に対し、公民館の使
用回数、使用時間、事業者の選定等に
関する優遇、一般に比して社会通念上
極めて安い使用料の設定等事業者に対
し特に便宜を図り、もって当該事業者に
利益を与え、その営業を助けること」と考
えられます。よって、こうした「営利事業
を援助すること」に当たらないものであ
れば、各市町村の条例に基づき使用を
許可することは可能と考えています。
　第二に、施設の転用については、地域
再生計画認定申請マニュアル各論の別
表１の支援措置番号13004(別添0801）
における「民間事業者に対して社会教育
施設を無償貸与すること」について、文
部科学省として特定の種類の事業につ
いて無償貸与ができないというようなこと
は考えておりませんので、まずは各設置
者において地域再生の趣旨を勘案しつ
つご検討ください。

1006 10062010 個人 公民館WMI

公民館の全部あるいは一部を民間事業者に貸し出し、そ
こでの営利事業の運営を可能とする。また、そのような転
用の際に補助金の返還や、起債の一括償還を不要とす
る。

0820110

補助対象複
合施設のリ
ニューアルに
おける転用
の弾力的な
承認

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律（昭和３８年法
律第１７９号）

公立社会教育施設整備
費補助金を受けて建築
された施設の財産処分
に当たっては、「公立社
会教育施設整備費補助
金に係る財産処分の承
認等について（平成１０
年生涯学習局長裁定）」
により扱っており、財産
処分がやむを得ない事
情によるものであり、従
前行ってきた社会教育
活動を確保し、住民サー
ビスの低下を招かないも
のであれば、他の公的
施設へ転用する場合な
どについて、国庫補助金
相当額の国庫への納付
を要せずとも財産処分を
認めており、弾力的な扱
いとなっています。

D-1

　「公立社会教育施設整備費補助金に係る財
産処分の承認等について（平成１０年３月生涯
学習局長裁定）」においては、従前行ってきた
社会教育活動を確保し、住民サービスの低下
を招かないものであれば、本件のような転用に
ついては弾力的に認めているところであり、現
行の取扱いでも所与の手続きを経れば対応は
可能と考えています。

提案の内容は、「需要が
著しく減少していない」施
設についても転用を弾力
的に認めてほしいとのこ
とであるが、これについて
も実現できると解してよい
か。

D-1

　公立社会教育施設整備費補助金を受
けて建築された施設の財産処分につい
ては、「公立社会教育施設整備費補助
金に係る財産処分の承認等について
（平成１０年３月生涯学習局長裁定）」に
おいて、従前は施設を転用する際には
「施設整備後概ね１０年以上を経過した
もの」という要件を定めていましたが、構
造改革特区の第２次提案を受けて、本
要件を平成１６年３月３１日付けで全国
的に撤廃しました。これにより、従前行っ
てきた社会教育活動を確保することや
住民サービスの低下を招かないことと
いった所与の要件を充たすものであれ
ば、「需要が著しく減少していない」施設
についても転用を認めています。

1064 10642010
埼玉県岡
部町

文化・健康・ふ
れあいをテー
マとした全世
代交流拠点の
創出プラン

　国庫補助金により整備した施設の他の施設への転用に
ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律第２２条に基づき、各省各庁の長の承認を受けない
で、補助金の交付の目的に反して使用してはならないとし
ています。ただし、政令により国庫補助金に相当する額を
国に納付した場合や、補助金等の交付の目的及び当該財
産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経
過した場合は、この限りではないとしています。
　このことから、地域再生の支援措置には、補助対象施設
の有効利用というメニューができましたが、社会経済情勢
の変化に伴って需要がい著しく減少している施設が対象と
され、需要が著しく減少していない本構想は対象外となっ
ています。
　このようなことから、需要がい著しく減少していない補助
対象施設においても、リニューアルで新たな有効利用を図
り、需要の拡大、地域の活性化が見込まれる場合には、
転用を弾力的に認めて頂く地域再生の支援措置が必要と
されています。
　また、複合施設となっている補助対象施設の有効利用
は、地域再生計画の申請により、該当する各省各庁の長
の承認があったものとして取り扱われるよう手続きの簡素
化が望まれるとともに、その際の国庫補助金に相当する
額の国庫納付を求めないとする支援が必要であります。
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08 文部科学省（地域再生非予算）再々検討要請回答

管理コー
ド

支援措置に
係る提案事
項

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に
対する再検討要請

提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

各府省庁からの回答に
対する再々検討要請

提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェ
クト)の名称

支援措置に係る提案事項の内容

0820120

小学校に併
設する施設
を活用した学
童保育所の
開設の容認

補助金等に係る
予算の執行の適
正化に関する法
律第17条

学校教育法第85
条

地方自治法第
238条の4

国庫補助を受けて整備
した学校施設について、
学校教育上支障のない
範囲で一時的に他の目
的に使用することは可能
です。

D-1

国庫補助を受けて整備した学校施設につい
て、日中は本来の目的である学校施設の一部
として利用し、放課後等に学校の設置者たる
地方公共団体の判断により、学校教育上支障
のない範囲で一時的に学童保育事業に利用
することは可能です。必要に応じて、ご相談下
さい。

提案の内容は、学校に併
設された地域交流セン
ターをその機能を失うこと
なく放課後対策として学
童保育所を開設したいと
いうことであり、これにつ
いても実現できると解して
よいか。

D-1

国庫補助を受けて整備した学校施設
に、本来の目的と異なる施設である学童
保育所を設置する際には、補助金の適
正な執行の観点から財産処分の手続き
をとっていただくことが必要ですが、日中
は本来の目的である学校施設の一部と
して利用し、放課後等に学校の設置者
たる地方公共団体の判断により、学校
教育上支障のない範囲で学童保育事業
に利用することは可能です。必要に応じ
て、ご相談下さい。

1229 12292010
福島県二
本松市

子育て支援地
域再生計画

安達太良小学校の改築については、文部科学省の補助を
受け、平成１５、１６年度の継続事業として、現在整備を進
めているが、地域住民との交流を図る目的から「地域交流
センター」を併設、整備し、校舎と同じく学校施設として、本
年１１月の竣工を目指している。
　本市においても、少子高齢化の進行は顕著で、とりわけ
市の重点施策として、子育て支援施策である学童保育の
開設を進めており、本校学区の開設がなされれば、市内
全小学校区での開設が可能となるが、当該地区には、適
当な施設が無く、財政的な要因もあって、新たな施設(学童
保育所)整備については困難な状況にある。
　そこで、文部科学省サイドの施設であるこの「地域交流
センター」を活用して、厚生労働省の事業である学童保育
所を開設し、子育て支援と少子化対策の推進を図るもの
である。
　これが開設されても、日中の使用が主であり、本来の目
的たる「地域交流センター」の機能を失うものではなく、本
校児童の放課後対策として、通所時の交通の安全性から
も、学校と併設の施設を使用することは、極めて有効であ
ると考えている。

0820130

文部科学省
「子どもの居
場所づくり」
事業の計画
認定手続き
の変更

特になし 特になし D-1

今回の提案の趣旨は、「地域子ども教室推進
事業」を実施していない市町村でも、NPOが本
事業へ参加できるような支援を求めると伺いま
した。本事業は、地域住民の方々によって事
業が実施されるよう各都道府県レベルに地域
の様々な方々の参加による運営協議会を設置
していただき、当該協議会が各県域内におけ
る事業計画を策定し、文部科学省へ申請する
仕組みとなっています。
　このため、現在の仕組みでも、市町村が絡ま
なくてもNPO法人が中心となって実行委員会を
立ち上げて本事業を実施することは可能です
ので、事業の実施方法等の詳細についてはご
相談ください。

1176 11761020

特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの会

文部科学省
「子どもの居
場所づくり」事
業推進プロ
ジェクト

・事業の申請と認可の手順を特区に限り現行と逆にする。
内閣府認証NPO法人の企画と運営に対する認証→「居場
所づくり」に取り組む自治体を公募→希望の自治体と連携
し、市町村の認可→都道府県の認可

0820140

文部科学省
「子どもの居
場所づくり」
事業の推進

特になし 特になし D-1

　今回の提案の趣旨は、「地域子ども教室推
進事業」を実施していない市町村でも、NPOが
本事業へ参加できるような支援を求めると伺い
ました。本事業は、地域住民の方々によって事
業が実施されるよう各都道府県レベルに地域
の様々な方々の参加による運営協議会を設置
していただき、当該協議会が各県域内におけ
る事業計画を策定し、文部科学省へ申請する
仕組みとなっています。
　このため、現在の仕組みでも、市町村が絡ま
なくてもNPO法人が中心となって実行委員会を
立ち上げて本事業を実施することは可能です
ので、事業の実施方法等の詳細についてはご
相談ください。

1176 11762010

特定非営
利活動法
人全国教
育ボラン
ティアの会

文部科学省
「子どもの居
場所づくり」事
業推進プロ
ジェクト

・文部科学省「子どもの居場所づくり」事業を推進するにあ
たり、内閣府認証NPO法人に運営を委託することを可能と
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本事業の運営
は、地域または中央省庁の教育部局担当者、有識者、保
護者、地域の産業関係者、地域の市民団体、内閣府認証
NPO法人役員等で構成する推進委員会を設置し、その諮
問に基づいて行うものとする。　　　　　　・事業の成果は、
推進委員会の報告をもとに関係する省庁または自治体の
評価を得るものとし、その成果の責任は運営を受託した
NPO法人が負うものとする。

0820150

国、地方公
共団体、企
業が一丸と
なった「子育
て支援の環
境整備」

学校教育法、幼
稚園設置基準

幼稚園は幼稚園設置基
準に基づいて設置され、
保育所は児童福祉施設
最低基準に基づいて設
置される。

D-1

幼稚園と保育所は、その目的・役割を異にする
制度であり、幼稚園と保育所の現在の設置基
準は、こうした制度的差異を踏まえたものと
なっています。このため、幼稚園と保育所の設
置基準を統一することは困難ですが、それぞ
れの設置基準は、最低基準であり、地域の実
情等に応じて、自治体等がそれを上回る基準
を策定することは現行制度上可能です。なお、
現在、就学前の教育・保育を一体として捉えた
一貫した総合施設について、平成18年度の制
度施行に向け、検討を進めています。

提案の内容は、「幼稚園
と保育園の施設基準の
統一を求めるもの」であ
り、これについて具体的
に検討し回答されたい。
併せて、｢就学前の教育・
保育を一体として捉えた
一貫した総合施設につい
て、平成18年度の制度施
行に向け、検討を進めて
います。｣とあるが、具体
的内容を明示されたい。

D-1

幼稚園と保育所は、その目的・役割を異
にする制度であり、幼稚園と保育所の現
在の設置基準は、こうした制度的差異を
踏まえたものとなっています。このため、
幼稚園と保育所の設置基準を統一する
ことは困難であると考えております。
なお、総合施設については、中央教育
審議会において現在審議しているところ
であり、本年５月からは、中央教育審議
会幼児教育部会と厚生労働省の社会保
障審議会児童部会との合同の検討の場
を設けて議論しており、8月を目途に中
間とりまとめを行う予定です。

1244 12441010 個人
次世代育成型
幼保一元化構
想

幼保一元化施設の設置を踏まえ、柔軟的な教育・保育
サービスを提供するため、民間のサービスを最大限に生
かす保育環境を全国展開されたい。

0820160

科学技術基
本計画等の
実現のため
のプロジェク
トチームの編
成

特になし 特になし D-1 ー

科学技術基本計画等の実現に向けては、文部
科学省では「科学技術・理科大好きプラン」を
平成１４年度に創設し、現在、地域における特
色ある科学技術啓発活動に対する支援などを
積極的に実施しているところです。これら国等
の実施する公募型等の支援事業を活用し、自
治体の施策と適切に組み合わせることで、地
域において特色ある多様な取組の実施が可能
です。なお、「科学技術・理科大好きプラン」に
ついては基盤政策課を窓口としているので、必
要に応じて御相談ください。

1629 16292010 茨城県
つくばスミソニ
アンプロジェク
ト

・科学技術基本計画及び総合科学技術会議における平成
17年度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の
方針に示されている、「科学技術を通じた心の豊さの実
現」のためのプロジェクトチームを編成し,筑波研究学園都
市における具体のプロジェクトの実現を支援すること。

0820170
サイエンスツ
アーの推進

該当する法令、
告示、通達等の
定めはありませ
ん。

茨城県、つくば市、土
浦・つくばンベンション
ビューロー、つくば科学
万博記念財団、首都圏
新都市鉄道株式会社、
筑波研究学園都市交流
協議会等関連機関等の
団体間で検討していると
ころです。

D-1

茨城県、つくば市、土浦・つくばコンベンション
ビューロー、つくば科学万博記念財団、首都圏
新都市鉄道株式会社、筑波研究学園都市交
流協議会等関連機関等が連携し、つくばサイ
エンスツアー推進事業の検討を開始したところ
であり、文部科学省としては、研究交流セン
ターを中心として積極的に対応していく予定で
す。

貴省回答では、「研究交
流センターを中心として
積極的に対応していく予
定です。」とあるが、これ
により、提案の内容が実
現されると解してよいか。

D-1

すでに提案主体である県と各機関が連
携して、サイエンスツアー実現に向けて
具体的に検討しております。提案内容が
実現されるように研究交流センターとし
てもできる限り協力してまいる予定で
す。

1629 16292020 茨城県
つくばスミソニ
アンプロジェク
ト

・科学技術に対する国民の理解を得るには研究成果や科
学技術を普及啓発する必要があることから、各省庁及び
独立行政法人等は、つくばサイエンスツアー事業に参画
し、見学受入体制づくりに積極的に協力すること。

・研究機関の取りまとめ役である文部科学省研究交流セ
ンターにおいては、情報発信機能の強化を図ると共に見
学体制の整備にあたっては中心的役割を果たすこと。

0820180
防災・危機管
理に関する
権限移譲

原子力災害対策
特別措置法第１７
条及び第２０条

○原子力災害は、五感
に感じることなく被害を
受ける可能性があること
から、適切な対応を行う
ために、専門的な知見
や特別の装備が求めら
れるといった特殊性があ
ることから、国が中心と
なり、関係者が一体と
なって、原子力災害対策
を行うことを原子力災害
対策特別措置法に定め
ている。

C Ⅰ

原子力災害は、五感に感じることなく被害を受
ける可能性があり、適切な対応を行うためには
専門的な知見や特別な装備が求められると
言った特殊性があることから、国が果たすべき
役割と責任については、自然災害と比較して
大きいので、原子力安全委員会の助言を受け
つつ、国が一歩前に出て、地方自治体と連携
を取りながら原子力災害対策を行うことが望ま
しいと考えられます。

1475 14752010

(社)関西経
済連合会､
(社)関西経
済同友会､
関西経営
者協会､
大阪商工
会議所､京
都商工会
議所､神戸
商工会議
所

広域的な防
災・危機管理
体制の構築

○「関西広域防災・危機管理機構(仮称）」があらゆる災害
に対応できるようにするため、災害対策基本法はじめ所要
の法令等を改正すること。

○非常時に権限の集中が行えるよう、防災、災害救助、伝
染病予防等に関する国および府県の権限を必要に応じて
「関西州（産業再生）特区」に移譲すること

0820190

実大三次元
震動破壊実
験施設の利
活用促進

特になし

実大三次元震動破壊実
験施設を誘致した兵庫
県としては、防災上の向
上、産業育成に資する
ため、積極的にこの実験
施設の利活用を検討し
ます。

B-2

実大三次元震動破壊実験施設の運営体制及
び研究内容を踏まえ、この施設を活用した調
査研究の提案、研究成果の利活用、及び民間
利活用に係る支援策等を検討します。

貴省回答では、実大三次
元震動破壊実験施設の
運営体制及び研究内容
を踏まえ、当該施設を活
用した調査研究の提案、
研究成果の利活用、及び
民間利活用に係る支援
策等を検討するとある
が、提案にある中小住宅
建設事業者による共同実
験も実施可能となる方向
で検討するものと解して
よいか。また、その具体
的スケジュールを明確に
されたい。

B-2

　実大三次元震動破壊実験施設は、航
空・電子等技術審議会答申「地震防災
研究基盤の効果的な整備のあり方につ
いて」（平成９年９月）に基づき整備され
ており、同答申ではまたその組織・運営
のあり方として、「産学官及び海外にも
広く開かれた共同利用施設として運営さ
れること」としております。
 現在、この答申に基づき、文部科学省
及び独立行政法人防災科学技術研究
所において、民間の建設事業者等も利
用することを前提として、利用料金や利
用手続きその他の運営形態に関する検
討を行っているところであり、平成１７年
の共用開始時までには、その具体的な
内容を決定する予定です。

1613 16132010 兵庫県
耐震住宅産業
育成構想

（独）防災科学技術研究所が管理運営する「実大三次元
震動破壊実験施設」の中小住宅建設事業者による共同実
験等への利活用を促進する。
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08 文部科学省（地域再生非予算）再々検討要請回答

管理コー
ド

支援措置に
係る提案事
項

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に
対する再検討要請

提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

各府省庁からの回答に
対する再々検討要請

提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェ
クト)の名称

支援措置に係る提案事項の内容

0820200

インキュベー
ション施設
(起業家育成
施設)におけ
る産学連携
の強化

（大学共同利用
機関法人情報・
システム研究機
構）国立情報学
研究所学術情報
ネットワーク加入
規程第2条

従前より、学術情報ネッ
トワーク（SINET）におい
ては、同加入規程第２条
第４項において、本件の
ような大学等と共同で研
究等を行う機関の加入
を認めているところであ
る。加入に必要な手続き
等も、他の機関と同様に
行える。
　なお、経費負担につい
ては、他の接続機関と同
様に、接続拠点（ノード）
から加入機関までの回
線や加入機関の機器な
どについては加入機関
側の負担となる。

D-1

本件については、大学等との共同研究を目的
としているため、国立情報学研究所学術情報
ネットワーク加入規程第２条第４項に該当する
機関と判断されるものであり、現行においても
加入が可能です。
本件については、国立情報学研究所とよくご相
談下さい。

提案の内容は実現可能
と解してよいか。右の提
案主体の意見を踏まえ回
答されたい。

　文部科学省の回答は、「大学等との共同研究」の場合は、学術情報ネットワー
ク加入規程第２条第４項に該当するため、現行においても加入可能としている
が、本提案の趣旨としては、「大学等の研究成果を活用したインキュベーション
施設」全般に係るものであり、必ずしも共同研究の場合に限定しているものでは
ない。
　現在、入居対象者として大学の研究者・学生等を想定した、大学連携型イン
キュベーション施設の設置が予定されているが、こうした施設の設置に当たり上
記規程第２条第４項に該当するものとし、SINETの接続を可と解釈してよいか、
再確認させていただきたい。

D-1

 ご提案のあった、「入居対象者として大
学の研究者・学生等を想定した、大学連
携型インキュベーション施設」において
も、国立情報学研究所学術情報ネット
ワーク加入規程第２条第４項に該当する
機関と判断されるものであり、現行にお
いても加入が可能です。
本件については、国立情報学研究所と
よくご相談下さい。

右の提案主体からの再
意見を踏まえ回答された
い。

①国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程第２条第
４号に該当する機関の範囲・具体的基準について、特に次の
点も踏まえつつ、できる限り明確化していただきたい。
１　大学・研究機関が持つ知的資産や地域企業が持つ技術力
を活用して、新事業の創出・育成を目的とする賃貸型のイン
キュベーション施設（起業家育成施設）は当該条項に該当する
機関ととらえてよいか。
２　立地場所が大学外のインキュベーション施設は当該条項に
該当する機関ととらえてよいか。
３　入居対象者として、研究成果のビジネス化を目指す大学の
研究者・学生及び大学との連携や研究成果の活用により新た
な事業展開を図ろうとする個人・企業を想定しているインキュ
ベーション施設は当該条項に該当する機関ととらえてよいか。
４　施設における活動内容として、ビジネス化を目的とした研究
開発、試作品等の製作、試験・検査、事業の企画や立案や起
業のための準備活動及び販売のための営業活動等を想定して
いるインキュベーション施設は当該条項に該当する機関ととら
えてよいか。
５　その他、当該条項に該当するか否かの具体的な基準

②国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程第７条第
２号の「営利を目的とした利用」の具体的内容について、できる
限り明確化していただきたい。
特に、インキュベーション施設（起業家育成施設）の入居者が
研究成果のビジネス化の過程で利用する場合に「営利を目的
とした利用」に当たらないと解釈してよいか。

D-1

①について
国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程第２条第４号に該当する機
関は、大学等と共同研究を実施している機関を指しており、これが満たされて
いるのであればその他の要件は関係しません。
よって、各条項についても、
○ １については大学・研究機関が持つ知的資産を活用する際に、大学等との
共同研究開発が実施される場合、本号に該当するものと考えられます。
○ ２については、大学外に設置される場合においても、組織的な連携というこ
とで判断されるものであり、大学外であっても大学内と同様と考えられます。
○ ３については、入居対象者は、大学の研究者・学生を始めとしていずれも
大学との連携を強く持っており、共同で研究等を行う機関と判断されます。
○ ４についても、活動内容の中に、「ビジネス化を目的とした研究開発」と明記
されており、大学等と連携して研究開発及びその支援活動を行う機関と判断さ
れます。
○ ５については、以上のように「大学等と共同研究を実施しているか否か」が
基準となります。実際に接続する際には、国立情報学研究所にご相談下さ
い。

②について
「研究成果のビジネス化の過程での利用」は、物・サービスの販売等で、企業
が直接収益をあげることを目的としていることを伴うものでない限り、大学との
共同研究開発及びその支援活動の範疇と考えられますので、学術情報ネット
ワークの利用に問題はありません。
「営利を目的とした利用」とは、一般企業のように製品の販売等の営業活動を
目的としてインターネットを利用する場合を想定しています。「研究成果のビジ
ネス化の過程での利用」からはずれ実際に起業され一般企業と同等になった
場合は、他の通信事業者の利用を検討いただくことになると思います。

なお、具体的な計画など、本件については国立情報学研究所とよくご相談下さ
い。

1325 13252010 愛知県
あいち・なごや
モノづくり研究
開発特区構想

国立情報学研究所が運営する学術情報ネットワーク（ＳＩＮ
ＥＴ）は、加入者の資格として、大学等の研究機関に限って
おり、インキュベーション施設において当ネットワークに接
続することができないため、少なくとも、大学の研究成果の
活用を目的とした大学連携型のインキュベーション施設に
おいては、この接続を可能とする。

0820210

スポーツ公
園構想の採
用および国
有地化後の
継続使用の
認可

特になし 特になし D-1

総合型地域スポーツクラブは公園の整備を行
うものではありませんが、クラブの育成につい
ては、広域スポーツセンターや地方公共団体、
都体育協会にご相談下さい。なお、公園整備
に関しては、文部科学省の所管外になります
ので、関係省庁や地方公共団体にご相談いた
だければと思います。

1511 15112010

ＮＰＯ法人
ＳＧＴス
ポーツ協
会

市民スポーツ
公園整備によ
る地域再生プ
ロジェクト

　東京都調布市入間町の緑豊かな野川沿いに東京外郭環状道路都
市計画用地として市が国に代わり生活再建救済制度を適用して取得
した約１２，０００㎡の土地に総合型地域スポーツ公園の機能を備え
た市民スポーツ公園を民間資金で整備し、地域住民の健康増進、地
域コミュニティーの形成による地域再生を図る提案を調布市に実施し
ている。(様式1、10項および添付資料参照)
　しかしこの提案を実現するにはつぎの二つの大きなネックがある。
１．道路の練馬世田谷間が当初計画どおり高架式となるのか大深度
地下利用方式となるのかが最終決定されていないこと
２．上記用地は生活再建制度を適用して取得されたもので、何年かの
後国土交通省が買い戻し国有地となる予定であるため、地域住民に
とってきわめて貴重なこの公用地の有効利用の計画を調布市単独で
は立てることが困難なこと
　高架式の場合、同地の利用は道路工事開始時点までの暫定利用
に限られるが、最近とみに可能性が高くなっている大深度方式の場
合、ある程度長期的な表地の利用を考えるのが効率的である。しかし
将来の国有地化を考えると、関係省庁の積極的関与がないかぎり、
市単独では計画・判断が困難である。
　現状のままでは当NPOの上記地域再生案としてのスポーツ公園整
備提案も市としては判断できる環境になく、地域住民にとって有用で
かけがえのない当該地が長期間にわたり空き地のまま放置され、治
安・防犯上の問題のほか、その間の管理、清掃・草刈り等の作業に貴
重な税金が費やされる問題が存在する。
　以上に鑑み、「国土交通省・財務省などが組織の壁を越えて調布市
をバックアップし、特に大深度方式を見越した当該地の有効な活用方
法としてのスポーツ公園構想の採用および国有地化後の継続使用の
認可」を提案する次第である。

0820220

未来の地域
づくりを担う
青少年育成
のための活
動期間の弾
力化

特になし

青少年の長期自然体験
の一層の普及、定着を
図ることを目的として、
原則として連続２週間の
青少年長期自然体験活
動推進事業を行ってい
る。ただし、不登校児童
生徒や障害がある青少
年等配慮を要する青少
年を対象とする場合など
は、期間を数回に分けて
通算で１４日間程度とし
て行うこともできる取扱と
なっている。

B-2
ご提案の趣旨を踏まえ、子どもたちの１週間程
度の自然体験活動に対して支援が可能となる
方向で検討したいと思います。

今後の貴省の検討によ
り、提案の内容は実現可
能と解してよいか。また、
その具体的スケジュール
を明確にされたい。

B-2
平成１７年度より、提案の趣旨が実現可
能となるよう、検討したいと思います。

1630 16302020 茨城県
地域コミュニ
ティ再生プロ
ジェクト

　未来の地域づくりを担うたくましい青少年の育成を地域
の実情に応じて実施する。

0820230

自然公園法
及び文化財
保護法の許
可等手続き
の一元化・簡
素化

文化財保護法第
80条

文化財保護法第８０条
第１項の規定により、史
跡名勝天然記念物に関
し、その現状を変更し、
又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の
許可を得なければならな
いこととされている。

D-1

文化財保護法による史跡名勝天然記念物は、
我が国にとって歴史上又は学術上価値の高い
ものであり、それらを適切に保存しかつ活用を
図るものであり、自然公園法による国立公園
は、優れた自然の風景地を国民共有の財産と
して、その保護及び適正な利用を図るものです
が、それぞれ趣旨が異なるため、手続を一元
化することは困難です。ただし、必要な項目が
記載されていれば申請書類の様式については
特段の定めは設けておりません。

提案の内容は「許可行為
の審査項目など同様な視
点が見受けられること」か
ら、手続等を一元化・簡
素化が図れないかという
ものであり、様式の統一
化・共通化など手続きの
簡素化は最低限必要と
考えられる。これについ
て再度検討し回答された
い。

D-1

　文化財保護法に基づく現状変更の申
請書類について特に様式を定めていま
せんので、必要な事項が記載されてい
れば自然公園法に用いた書類の一部を
活用することにより、事務の簡素化が図
れると考えます。

1096 10962010
栃木県日
光市

観光資源有効
活用プロジェ
クト

日光市は日光国立公園の中心に位置し、また世界遺産に
も登録された「日光の社寺」を有することから、特別地域等
や史跡・名勝の指定があり、自然公園法及び文化財保護
法の双方からの縛りを受ける現状がある。当市としては、
足利銀行一時国有化による地域経済が低迷している今般
において、自然景観や文化景観を最大限に有効活用して
いくことが地域経済、観光の活性化に寄与するものと考え
ており、各種施策の実施を検討している。自然公園法と文
化財保護法は立法主旨は異なるものの、許可行為の審査
項目など同様な視点が見受けられることもあり、法に対す
る信頼感、観光客・公園利用者への適切なサービスの向
上・改善を図り、より良い国立公園、名勝・史跡を実現する
ため、環境省、文化庁の連携により手続き等の一元化・簡
素化が図れるよう要望する。

0820240

　特別史跡
姫路城跡に
係る現状変
更等の権限
移譲のため
の条件の明
確化

文化財保護法第
80条
文化財保護法施
行令第５条第４項
第１号ヌ

　文化財保護法第８０条
第１項の規定により、史
跡名勝天然記念物に関
し、その現状を変更し、
又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の
許可を得なければならな
いこととされている。
　また、施行令第５条第
４項第１号ヌにより、「管
理のための計画」を定め
た都道府県又は市の教
育委員会が申し出をし、
現状変更の態様、頻度
その他の状況を勘案し、
文化庁長官が指定する
区域における現状変更
については、当該都道
府県又は市が行うことと
されている。

B-1

今回の御指摘を受け、施行令第５条第４項第１
号ヌの「管理のための計画」策定のための留
意事項について、通知を発出し、周知を図るこ
ととします。
なお、管理のための計画の策定の際は、個別
にご相談下さい。

貴省の措置により、史跡
名勝天然記念物に関す
る現状変更等の権限委
譲のための条件の明確
化がなされると解してよい
か。また、その具体的ス
ケジュールを明確化され
たい。

B-1

　今回発出する通知は、現状変更の権
限委譲に際して策定することが求められ
る「管理のための計画」の策定にあたっ
ての留意事項を示すものですので、本
通知により条件が明確化されることと考
えます。通知は、平成１６年内を目途に
発出する予定です。

1128 11282010 姫路市
姫路城周辺に
ぎわい創出構
想

　本市では、特別史跡姫路城跡内にゾーンを設定し、ゾー
ン毎に具体の活用基準を設定することにより、当該地区の
世界文化遺産として適正な管理を担保しつつ、積極的な
活用を図り、地域の活性化を図りたいと考えている。
　特別史跡に係る権限移譲に関しては、文化財保護法施
行令第5条第4項第1号ヌに規定する史跡名勝天然記念物
の「管理のための計画」を定めた市の教育委員会からの
申出を受けて、文化庁長官が指定する区域における現状
変更等の許可は、当該市の教育委員会に権限移譲するこ
ととされている。
　この区域の指定には「現状変更等の態様、頻度その他
の状況を勘案して文化庁長官が指定」とされているところ
であるが、当該基準が不明確であるため、その明確化、具
体化を願いたい。
　また、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念
物の現状変更等の許可申請等に関する規則第6条に規定
する管理のための計画にも「管理に関する基本方針」「現
状変更等の許可の基準」等を記載することとなっている
が、具体的にどのような内容のものとすればよいのか、そ
の基準の具体化を願いたい。

0820250

　特別史跡
姫路城跡に
係る現状変
更許可申請
手続きの迅
速化

文化財保護法第
80条,
文化財保護法第
103条

　文化財保護法第８０条
第１項の規定により、史
跡名勝天然記念物に関
し、その現状を変更し、
又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の
許可を得なければならな
いこととされている。
　また、同法１０３条の規
定により、この法律によ
り文化庁長官に提出す
べき書類等は、都道府
県の教育委員会を経由
すべきものとされてい
る。

B-1

文化財保護法では、書類等について都道府県
の教育委員会を経由することとしていますが、
これは、都道府県の教育委員会と文化庁が連
絡を密接にするとともに、都道府県教育委員
会は常に文化庁の方針を知り、文化庁は都道
府県教育委員会の意見具申等により文化財に
関する実状を明確に把握することで、両者が
一体となり文化財保護法の運用を完遂するこ
とができると考えておりますので、書類等の経
由について都道府県教育委員会を経由するこ
とは必要です。
なお、都道府県と市町村の連携の強化を図る
観点からも都道府県の教育委員会を経由する
ことが重要であると考えます。
文化庁においては、都道府県教育委員会と連
携を図りつつ事務の迅速化を図るため、都道
府県教育委員会に対し事務の迅速化について
通知をいたします。

具体的にどのような形で
事務の迅速化を図るよう
通知するのか、その具体
的内容及びスケジュール
を明確にされたい。

B-1

　現状変更の申請書類について、都道
府県教育委員会が意見を具して進達す
るまでの処理期間を短縮し、事務処理
の迅速化を依頼する旨の通知を都道府
県教育委員会に対して、発出する予定
です。当該通知は、平成１６年内を目途
に発出する予定です。
　また、文化庁においても、都道府県教
育委員会と連携した形で現状変更の事
務処理の迅速化に努めることとします。

1128 11282020 姫路市
姫路城周辺に
ぎわい創出構
想

　特別史跡地内の現状変更は、市教委文化財担当が協
議受けし、現状変更の程度により、県教委を経由した上で
文化庁に対し許可申請を行なっているが、県教委に対して
は、事後報告で足りることとされたい。

0820260

かやぶき民
家保存のた
めの支援措
置

文化財保護法

文化庁では、市町村が
都市計画又は条例で定
める伝統的建造物群保
存地区について、市町
村の申出に基づいてそ
の全部又は一部を重要
伝統的建造物群保存地
区に選定し、現状変更
が規制されている同地
区内において市町村が
講じる保存整備に対し補
助を行います。

C

国は、市町村が都市計画又は条例で定める伝
統的建造物群保存地区（以下「保存地区」とい
う。）について、市町村の申出に基づいて、そ
の全部又は一部を重要伝統的建造物群保存
地区（以下「重伝建地区」という。）に選定し、現
状変更が規制されている重伝建地区内におい
て市町村が講じる保存整備に対して補助を行
います。
この重伝建地区は、全国的見地から我が国に
とってその価値が特に高いものから選定される
ものですので国において選定を行うことが必要
です。

1239 12392010
京都府美
山町

日本一の田舎
づくり構想

国の重要伝統的建造物群保存地区を有し、地区外の同等
の伝統的建造物と一体的な保存を進める市町村におい
て、特に価値の高いものに一定の制限を課し国の支援を
受ける選定の権限をその市町村に与える。
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08 文部科学省（地域再生非予算）再々検討要請回答

管理コー
ド

支援措置に
係る提案事
項

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に
対する再検討要請

提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

各府省庁からの回答に
対する再々検討要請

提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

支援措置
提案事項
管理番号

提案主体
名

構想(プロジェ
クト)の名称

支援措置に係る提案事項の内容

0820270

入野松原の
大方町にお
ける一括管
理
それに伴う権
限・財源の移
譲

文化財保護法第
80条

文化財保護法第８０条
第１項の規定により、史
跡名勝天然記念物に関
し、その現状を変更し、
又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の
許可を得なければならな
いこととされている。

D-1

各々の法律の許可に際しては、各々の趣旨に
沿って判断を行う必要があり、手続を一元化す
ることはできませんが、申請書類については、
必要な項目が記載されていれば申請書類の様
式については特段の定めは設けておりません
ので、他法令に基づく提出書類に、必要な書
類を加えてご提出いただくことも可能です。な
お、史跡名勝天然記念物の指定地内において
は、文化財保護法における現状変更の規制が
かかっています。ただし、地方公共団体の判断
にゆだねた方が効率的・効果的な執行が図ら
れるものについては地方公共団体への権限の
移譲を行っており、内容については、平成１２
年３月１０日付け庁保第１４号「文化財保護法
及び文化財保護法施行令の一部改正につい
て」で通知しているところですので、ご参照下さ
い。
また、「史蹟名勝天然記念物保存法」は、現
在、他の法律と共に「文化財保護法」に統合さ
れてますので、木竹の伐採行為を行った際
に、同等の植樹を行う必要はありません。

右の提案主体の意見を
踏まえ回答されたい。

各種手続きを不要とする、つまりその権限そのものを町への移譲を求めている
のであり、提案の内容に添った回答となっていないと思われるので、再度検討さ

れたい。
D-1

松原における木竹の伐採のような名勝
の構成要素に影響する重大な現状変更
行為については、その許可に際して、指
定行為を行った国が責任を持って判断
する必要がありますので、権限移譲する
ことは困難です。

右の提案主体からの再
意見を踏まえ回答された
い。

「松原における木竹の伐採のような名勝の構成要素に影響す
る重大な現状変更行為」とは、どのような行為を指すのか、ま
た、どの程度の行為が国益を損なうのか、明らかにされたい。

C

入野松原は、史跡名勝天然記念物指定基準（昭和２６年５月１０日文化
財保護委員会告示第２号、平成７年３月６日一部改正文部省告示第２４
号）において、名勝の部３（花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場
所）及び８（砂丘、砂嘴、海浜、島嶼）に該当し、名勝に指定されているも
のです。
　入野松原において言えば、松の伐採、海岸の地形変更（例えば、海浜
の砂を大量に掘削して持ち出す行為や海浜を埋め立てる行為）等が、
名勝の価値に影響を与える行為です。
　現状変更については、通常考えられる維持管理行為又は法第８０条
に基づく維持の措置、非常災害のために必要な措置等以外は、許可を
要します。通常考えられる維持管理行為とは、名勝として良好な状態を
保つための、軽微な枝打ち・下草刈り・施肥等の行為です。
　国民共通の財産の国指定文化財である名勝の価値を減じる行為は、
現状変更の可否を国が責任を持って判断する必要があります。

1553 15531010
高知県大
方町

入野松原再生
住民プロジェ
クト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・整備する際に
は、それぞれの所管省庁に協議をしなければならないた
め、統一した管理や整備ができないばかりでなく、迅速な
対応ができない
そのための規制を撤廃し、一括法でかかる権限と税源を
大方町に移譲する。

0820270

入野松原の
大方町にお
ける一括管
理
それに伴う権
限・財源の移
譲

文化財保護法第
80条

文化財保護法第８０条
第１項の規定により、史
跡名勝天然記念物に関
し、その現状を変更し、
又はその保存に影響を
及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の
許可を得なければならな
いこととされている。

D-1

各々の法律の許可に際しては、各々の趣旨に
沿って判断を行う必要があり、手続を一元化す
ることはできませんが、申請書類については、
必要な項目が記載されていれば申請書類の様
式については特段の定めは設けておりません
ので、他法令に基づく提出書類に、必要な書
類を加えてご提出いただくことも可能です。な
お、史跡名勝天然記念物の指定地内において
は、文化財保護法における現状変更の規制が
かかっています。ただし、地方公共団体の判断
にゆだねた方が効率的・効果的な執行が図ら
れるものについては地方公共団体への権限の
移譲を行っており、内容については、平成１２
年３月１０日付け庁保第１４号「文化財保護法
及び文化財保護法施行令の一部改正につい
て」で通知しているところですので、ご参照下さ
い。
また、「史蹟名勝天然記念物保存法」は、現
在、他の法律と共に「文化財保護法」に統合さ
れてますので、木竹の伐採行為を行った際
に、同等の植樹を行う必要はありません。

1553 15532010
高知県大
方町

入野松原再生
住民プロジェ
クト構想

入野松原においては
・保安林指定（防風・潮害防備・保健）
・入野県立自然公園（普通地域）
・史蹟名勝天然記念物
・鳥獣保護区
・レクリエーションの森
・土佐西南大規模公園（都市公園）
に指定され、大方町が独自性を出して管理・整備する際に
は、それぞれの所管部署に協議をしなければならないた
め、統一した管理や整備ができないばかりでなく、迅速な
対応ができない
住民生活と密着した松原の再生を図るために、住民生活
に一番近い政府である「地方自治体」に権限と財源を移譲
することによって、統一した再生計画のもとで総合的に整
備することができる。

0820280

遊休地（民
間）利用促進
官民一体経
営住宅整備
構想

文化財保護法第
５８条

文化財保護法第５８条
の２第５項に基づき、土
地に埋蔵されている文
化財の実態を把握する
ための調査に要する経
費について補助を行って
います。
具体的には、地方公共
団体及び文化庁長官が
調査に当たることを適当
と認める法人が行う発掘
調査、遺跡発掘事前総
合調査、遺跡詳細分布
調査、重要遺跡確認緊
急調査に対し補助を
行っています。

E

当庁の行う埋蔵文化財の調査に関する補助事
業には、留保期間が設けられていません。今
後とも、その運用については適切に努めてま
いります。

1618 16182010

株式会社
アサヒ建設
コンサルタ
ント

遊休地（民間）
利用促進官民
一体経営住宅
整備構想

　民間保有の遊休地に埋蔵文化財が発見された場合、そ
の調査（保護）にかかる経費が多大であり、その補助金申
請にも時間がかかる。本構想では、その遊休地を地元自
治体に提供することで有効利用（公営住宅の建設）がで
き、また、補助金の留保期間を１年とすることで速やかに
実現でき、かつ、土地取得費の低減による低コスト化～入
居者の負担減・土地提供者へも収入の分配（固定資産免
除等）が可能であり、有効利用が促進され経済の活性化
が期待できる。

0820290

国の多文化
共生（外国
人）関係施策
の統一的な
推進に向け
ての諸機関
の整備

文部科学省設置
法第4条、文部科
学省組織令第39
条

提案概要に挙げられた
業務は各省庁によって
執り行われています。

D-1

在日外国人に係る諸問題に関して、現行の体
制での対応が困難であり、関係省庁間の連携
が必要となる場合には、他省庁とも密に連絡を
とりあうことで適切な対応を行ってまいりたい。

1326 13262010 愛知県
多文化共生社
会の実現を目
指して

外国人に係る諸問題を総合的に企画、立案、調整する機
関が国に存在しない。

0820300

国の多文化
共生（外国
人）関係施策
の統一的な
推進に向け
ての根拠法
令等の整備

文部科学省設置
法第4条、文部科
学省組織令第39
条

提案概要に挙げられた
業務は各省庁によって
執り行われています。

D-1

在日外国人に係る諸問題に関して、現行の体
制での対応が困難であり、関係省庁間の連携
が必要となる場合には、他省庁とも密に連絡を
とりあうことで適切な対応を行ってまいりたい。

1326 13262020 愛知県
多文化共生社
会の実現を目
指して

多文化共生の施策推進に関する統一的な方針・施策が存
在しない

0820310
地域住民へ
の観光教育
の活性化

特になし

プログラム別表１
（10803)「文化芸術によ
る創造のまち支援事
業」、プログラム別表１
（10804)「生涯学習まち
づくりモデル支援事業」
は、地域再生計画に位
置づけられることを希望
する地方公共団体が、
同地域再生計画の認定
地域として指定された場
合において、同事業を活
用するものです。

D-3 ー

プログラム別表１（10803)「文化芸術による創
造のまち支援事業」、プログラム別表１（10804)
「生涯学習まちづくりモデル支援事業」は、地
域再生計画に位置づけられることを希望する
地方公共団体が、その支援措置として同事業
の活用を申請することもできることとされている
ものです。なお、文部科学省としては、全国全
ての地方公共団体のまちづくりの取組の参考
に資するよう、同事業の実施を通じて得た成果
を広く全国に普及していくこととしています。
なお、同地域再生計画については、全国全て
の地方公共団体が申請することが可能です。
また、「生涯学習まちづくりモデル支援事業」に
ついては、平成16年度限りで終了する事業と
なっています。

提案の内容は、地域再生
プログラム別表1の10803
により実現可能であると
解してよいか。
併せて、右の提案主体の
意見を踏まえ回答された
い。

御回答によれば、「文化芸術による創造のまち支援事業」「生涯学習まちづくり
モデル支援事業」の実施を通じて得た成果を広く全国に普及していくとのことだ
が、①それらの実施による具体的成果は何か？②その成果を評価するために
どのような取組みを行っている（行った）のか？③具体的にどのような方法に
よって全国への普及を図るのか？、について御教示頂きたい。弊社は「文化芸
術による創造のまち支援事業」「生涯学習まちづくりモデル支援事業」の両支援
措置を「全国を対象とした支援措置」に変更しつつ平成17年度以降も継続するこ
とを提案するものであるが、上記の3点、特に③について明らかにされなけれ
ば、弊社の提案趣旨に対応した文部科学省のアイディアを具体的にイメージし、
納得することができないからである。

D-3

　地方自治体を国が積極的に援助すべ
きという観点から、これらの施策を全国
展開すべきであるという提案の内容は、
別表1の10803により実現可能であると
考えます。
　なお、プログラム別表1（10803）「文化
芸術による創造のまち支援事業」、
(10804）「生涯学習まちづくりモデル支援
事業」については、その実施を通じ、①
優れた活動が展開され、まちづくりの取
組に資する等の成果について適切に評
価するため、②実施主体において活動
の成果や課題等を明らかにした報告書
等を作成し、③ホームページを通じた情
報提供や、各種会議等を通じて、その成
果を広く全国に普及していくこととしてい
ます。

1594 15942010
株式会社
東京リーガ
ルマインド

「外国人旅行
者受入体制の
包括的整備に
よる地域再生
構想」

観光の楽しみや満足度を決定づける重要要素として、旅
先で出会う人々とのコミュニケーション・ふれあいがある。
外国人旅行者にとって日本の各地域を魅力的にするため
には、各地域の一般の人々のコミュニケーション能力の向
上が不可欠である。2002年に日本を訪れた外国人旅行者
の65％はアジア、特に韓国・台湾・中国・香港からの旅行
者であり、今後いっそうの増加率向上が予想されているこ
とから、これらの国々の文化理解・外国語学習の機会を各
地域の一般住民がいっそう持てるように支援する必要が
ある。これは各地域住民の生涯学習のニーズにも応える
ことにもなろう。

0820320

外国人旅行
者に「わかり
やすい」観光
地整備

「歴史の道整備
活用推進事業」
において設置す
る案内標識等の
様式について、
特に制限は設け
ておりません。

「歴史の道整備活用推
進事業」において設置す
る案内標識等の様式に
ついて、特に制限は設
けておりません。
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案内標識については、それぞれの地域の特性
に応じたものをそれぞれの地域で整備してい
ただくことが最も効果的であると考えられ、文
化庁で行っています「歴史の道整備事業」につ
いては、従来より案内標識等の様式につい
て、特に制限を設けておらず、各事業者の判
断により、地域の景観、規則、設置目的等を考
慮し定めることが可能です。なお、平成１６年２
月２７日に決定された「地域再生推進のための
プログラム」の全国措置として「支援番号
208004(案内標識等サイン類の様式の統一)」
として対応しています。

文部科学省の説明に納得する。 1594 15942020
株式会社
東京リーガ
ルマインド

「外国人旅行
者受入体制の
包括的整備に
よる地域再生
構想」

日本語表記だけの案内表示では分かりにくいため、中国
語、朝鮮語等も表記した表示を整備して、「わかりやすい」
観光地を実現する必要がある。
　また、携帯電話のＧＰＳ機能やＩＣタグを活用したナビ
ゲーションシステム、観光案内サービス、翻訳サービス等
の実現も「わかりやすい」観光地実現のために考えられ
る。このシステムの実現により、「わかりやすい」観光地を
提供したり、新たな観光ビジネスを創造したりするのみで
なく、アジアの人々の多くは日本に対して「近代的なイメー
ジ」を抱いているため、新たな観光資源として、集客力を高
めることも考えられる。

0820330
国立研究機
関等敷地の
開放

独立行政法人通
則法第４８条等

各機関の判断におい
て、通り抜け通路として
使用することや憩いの場
として開放することは可
能です。
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独立行政法人等では、原則として、各機関所
有の財産の運用や処分等は各機関の判断に
帰することから、安全上の問題にも考慮しつ
つ、各機関の判断において、各機関本来の業
務に差し支えない範囲において、構内道路の
通り抜け通路として使用すること及び構内緑地
を憩いの場・避難所として開放することは可能
です。適宜、各機関にご相談ください。

1629 16292040 茨城県
つくばスミソニ
アンプロジェク
ト

・研究施設の広大な敷地に通り抜け通路の整備を認める
こと。

・研究施設の緑地を,憩いの場及び災害時の避難所として
開放すること。
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